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導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

交野市の人口は平成２２年の７７,６８６人をピークに減少傾向にあり、令

和２年度の国勢調査結果によると７５,０３３人となっている。また、年齢別

人口構成比での変化を見ると、１５歳未満の割合（平成２２年：１５.２％から

令和２年：１２.９％）は減少しており、同様に１５歳～６４歳（平成２２年：

６３.４％から令和２年：５８.３％）も減少している。それに対して、６５歳

以上の割合（平成２２年：２１.４％から令和２年：２８.９％）は大きく増加

しており、少子高齢化の傾向は今後も続くと見込まれる。 

次に、令和３年度の市内事業所数は１,９３０事業所（令和３年度経済セン

サス活動調査）となっており、平成２８年度の１,９３４事業所（平成２８年度

同調査）からほぼ横ばいとなっている。近年の業種別事業所数では、卸売業・

小売業が最も多く、次点で医療・福祉、建設業、生活関連サービス業・娯楽業

と続く。従業者数では医療・福祉が最も多く、次いで卸売業・小売業、製造業

となっている。製造業は事業所数に対しての従業員数が多く、引き続き本市に

おける雇用機会を多く提供している。 

今後、少子高齢化による人口減少や地球温暖化が進むことにより、雇用確保

の問題や環境負荷低減の観点から事業の効率性を高める必要があり、その為に

は先端設備等の導入を促進する必要がある。 

 

（２）目標 

交野市は大阪府北東部に位置し市域の半分が山地を占めているが、市内には

第二京阪道路乗降口や JR 西日本と京阪電鉄の駅があり、大阪・京都・奈良か

らもアクセスしやすい好立地となっている。この利便性を生かし本市からの企

業流出防止を図り、またこの強みを生かして企業流入を図ることで市民の身近

な雇用機会の創出し、職住近接による人口増および地域内消費の促進という好

循環を目指し、市内事業所数を同計画期間中に５６事業所の増加を目標とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画を認定した中小企業者の労働生産性（中小企業等の経営

強化に関する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを

目標とする。 

 

 

 



２ 先端設備等の種類 

本市の産業構造は、ある一部の業種が突出して事業所数や従業者数が多いもの

ではなく、幅広い業種により産業・雇用を支えている現状を鑑み、様々な産業で

広く事業者の生産性向上を実現する必要があり、多様な設備投資を支援する観点

より本計画に対象とする設備は中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定

める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

   交野市産業振興基本条例および交野市産業振興基本計画に基づき、市内全体の

地域産業の振興に取り組んでいることから、市域全体を対象地域とする。 

   

（２）対象業種・事業 

   上記と同様の考えから、対象業種・事業を限定しない。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   令和７年４月１日から令和９年３月３１日までとする。  

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

   ３年間、４年間、５年間とする 

 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）人員の削減を目的とした取り組みを先端設備等導入計画の認定対象としない等、

雇用の安定に配慮すること。 

（２）公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係性が認められるものにつ

いては、先端設備等導入計画の認定対象としない等、健全な地域経済の発展に

配慮すること。 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。 

 


